
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

鳥

獣

保

護

区

の

存

続

期

間

の

更

新

自

然

環

境

課

○

鳥

獣

保

護

区

特

別

保

護

地

区

の

指

定

〃

○

特

定

猟

具

使

用

禁

止

区

域

の

指

定

〃

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

室

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

岡

山

県

公

報

令和５年１０月３１日 第１２５４５号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
（
鳥

獣
保
護
区
の
区
域
の
表
示
の
変
更
及
び
存
続
期
間
の
更
新
）
で
告
示
し
た
次
の
鳥
獣
保
護
区
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
存
続
期
間
を
更
新
し
た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

名
称

三
石
深
谷
鳥
獣
保
護
区

二

区
域

備
前
市
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

別
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
書
類
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
、

「

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
及
び
同
部
東
備
地
域
森
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る

）
。

一

名
称

古
城
山
鳥
獣
保
護
区

二

区
域

笠
岡
市
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

別
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
書
類
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
、

「

岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
及
び
同
部
井
笠
地
域
森
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る

）
。

一

名
称

弥
高
山
鳥
獣
保
護
区

二

区
域

高
梁
市
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

別
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
書
類
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
、

「

岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
及
び
同
部
高
梁
地
域
森
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る

）
。

一

名
称

高
尾
鳥
獣
保
護
区
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二

区
域

新
見
市
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

別
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
書
類
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
、

「

岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
及
び
同
部
新
見
地
域
森
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る

）
。

一

名
称

千
屋
鳥
獣
保
護
区

二

区
域

新
見
市
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

別
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
書
類
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
、

「

岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
及
び
同
部
新
見
地
域
森
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る

）
。

一

名
称

森
林
公
園
鳥
獣
保
護
区

二

区
域

鏡
野
町
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

別
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
書
類
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
及

「

び
岡
山
県
美
作
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
し
た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

名
称

高
尾
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

区
域

新
見
市
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

面
積

三
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

四

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

五

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

別
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
書
類
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
、

「

岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
及
び
同
部
新
見
地
域
森
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る

）
。

一

名
称

森
林
公
園
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

区
域

鏡
野
町
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

面
積

三
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

五

鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

別
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
書
類
を
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
、

「

岡
山
県
美
作
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
森
林
企
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
し
た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

名
称

連
島
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二

区
域

倉
敷
市
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

面
積

六
三
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

四

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

五

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

（

別
図
」
は
省
略
し
、
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
及
び
岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事

「

業
部
森
林
企
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

一

名
称

豊
永
・
草
間
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
（
銃
）

二

区
域

新
見
市
の
一
部
（
別
図
に
示
す
区
域
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
）

三

面
積

三
九
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四

存
続
期
間

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

五

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

（

別
図
」
は
省
略
し
、
岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
農
林
水
産
事
業

「

部
森
林
企
画
課
及
び
同
部
新
見
地
域
森
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

指
定
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

Ｎ
―
メ
チ
ル
―
一
―
（
三
―
メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン
―
二
―
ア
ミ
ン
（
通
称
名
三
―
Ｍ

Ｍ
Ａ
、
三
―
Ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ａ
ｍ
ｐ
ｈ
ｅ
ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類 

２ 

一
―
（
ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］
［
一
・
三
］
ジ
オ
キ
ソ
ー
ル
―
五
―
イ
ル
）
―
二
―
（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ

ル
ア
ミ
ノ
）
ブ
タ
ン
―
一
―
オ
ン
（
通
称
名
Ｎ
―
Ｃ
ｙ
ｃ
ｌ
ｏ
ｈ
ｅ
ｘ
ｙ
ｌ
ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
、

Ｃ
ｙ
ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類 

３ 

Ｎ
―
（
一
―
ア
ミ
ノ
―
三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
―
一
―
オ
キ
ソ
ブ
タ
ン
―
二
―
イ
ル
）
―
一
―

（
ペ
ン
ト
―
四
―
エ
ン
―
一
―
イ
ル
）
―
一
Ｈ
―
イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル
―
三
―
カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド

（
通
称
名
Ａ
Ｄ
Ｂ
―
四
ｅ
ｎ
―
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ
さ
が
お 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
総
社
市
中
央
六
丁
目
一
四
番
一
〇
一 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

医
療
法
人
原
田
整
形
外
科 

２ 

所
在
地 

岡
山
県
総
社
市
井
手
一
二
〇
八
番
地
二 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
七
〇
八
〇
一
二
七
〇 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
介
護 
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〔
五
三
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

岡
山
市
北
区
東
古

松
、
西
古
松
、
大
元

駅
前
及
び
南
区
下
中

野
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
月
二
十
三
日
か
ら

令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
五
三
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

新
見
市
哲
多
町
蚊
家

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
用
地
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
月
十
日
か
ら
同
年

十
二
月
二
十
八
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
五
三
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 
 

 

  

岡
山
市
、
倉
敷
市
、

玉
野
市
及
び
笠
岡
市 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
五
年
十
月
十
九
日
か
ら
令

和
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
五
三
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
西
田
二
〇
〇
―
七
、
二
〇
〇
―
八 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
西
郡
八
八
四
―
一
ポ
ム
・
ダ
ム
ー
ル
Ｋ
一
〇
一 

甲
野 

郁
也 

甲
野
満
利
愛 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
九
月
十
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
一
九
八
号 
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〔
五
三
九
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

岡
山
県
警
察
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の

か
月
特
別
点
検
、
整
備
及
び
修
理

12

二

契
約
期
間

令
和
五
年
十
月
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
備
部
警
備
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
十
月
十
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

朝
日
航
洋
株
式
会
社
岡
山
営
業
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
三
番
八
号

六

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

四
八

二
七
九

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四

三
八
九

〇
〇
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

令
和
五
年
八
月
二
十
二
日
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